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審議会等の会議結果報告 

１ 会議名 平成３０年度第２回津市介護保険事業等検討委員会 

２ 開催日時 
平成３０年１１月６日（火） 

午後１時から午後２時４０分まで 

３ 開催場所 津市役所本庁舎 ４階庁議室 

４ 出席した者の氏名 

（津市介護保険事業等検討委員会委員） 

伊藤好幸、井上達雄、今井和美、浦和健人、小渕徹夫、須山美

智子、髙林光暁、武田誠一、中川正治、永田博一、林 幹也、

川俊子、吉田巌夫 

（事務局） 

市長 前葉泰幸 

健康福祉部長 國分靖久 

地域包括ケア推進担当参事 玉木幸樹 

高齢福祉課調整・高齢福祉担当主幹 杉山美紀 

地域包括ケア推進室長 駒田好彦 

地域包括ケア推進室地域包括ケア推進担当主幹（兼）地域包括

支援センター 北山良樹 

介護保険課長 辻岡和也 

介護保険課調整・介護保険担当主幹 永合由典 

介護保険課介護保険担当主幹 樽井裕信 

５ 内容 

⑴ 委員委嘱式 

⑵ 市長あいさつ 

⑶ 議事 

ア 委員長・副委員長の選任について 

イ 地域包括支援センターの再編について 

ウ その他 

６ 公開又は非公開 公開 

７ 傍聴者の数 ０人 

８ 担当 

健康福祉部介護保険課介護保険担当 

電話番号 ０５９－２２９－３１４９ 

Ｅ-mail  229-3149@city.tsu.lg.jp 

 

議事の内容  別紙のとおり
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事務局（永合） 皆様こんにちは。本日は、大変お忙しい中、ご出席いただき  

誠にありがとうございます。津市介護保険事業等検討委員会委

員の任期につきましては、本年１０月１日から２０２１年９月 

３０日までの３年間の任期となっておりますことから、本来で

すと、１０月中の早い段階で本委員会を開催させていただくべ

きところではございましたが、本日の開催となりましたことを

お詫び申し上げます。それでは、ただ今から津市介護保険事業等

検討委員会 委員委嘱式を行います。前葉市長から委員の皆様

に委嘱状をお渡しいたします。伊藤委員から、井上委員と続いて

時計回りにお渡しいたしますので、よろしくお願いします。 

（市長より各委員に委嘱状を交付） 

事務局（永合） それでは、前葉市長からご挨拶申し上げます。 

前葉市長    皆さん、こんにちは。介護保険事業等検討委員会委員をお願い

をいたしました。大変お忙しいところ、お引き受けいただきまし

て誠にありがとうございます。任期を２年から３年に変更した

と申しましたのは、これは介護保険事業計画が３年の期間をや

りますので、基本的に今スタートした、この計画ですね、第７期

の介護保険事業計画、これが今年度から３年度ということにな

りますので、これの進捗状況を見ながら、次の計画のご審議まで

お願いしていくという主旨でございます。従って、まさに、この

第７期計画の重なる期をお願いをし、第８期計画をつくってい

ただく、そういうことをお願いしたということでございますの

で、よろしくお願いをしたいと思います。 

        然らば、２０１８年から２０２０年まで、時代が変わるという、

こういう時になったわけでございますが、ここで何が課題にな

るかということを申し上げますと、まずは何をもっても、地域包

括ケアシステムをどう作っていくかということ、これが一丁目

一番地だというふうに思っております。在宅での介護をどんな

ふうにサポートしていくか、これが、時々医療を受けながら、

時々介護を受けながら、基本的に自宅で生活をしていくという

ことが、いかに大切かということを、こういうことをしっかり念

頭に置きながら、それは意識とか気合いだけではできないもの

でございますので、システムを整えていかなければいけないと

いうことでございます。医療、福祉、介護すべての分野で、しっ

かりとした体制を作っていく。そのためにどんなふうなことを

重視していかなければいけないか。これが最大の課題であると
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いうふうに思っております。 

        その上で、割合と目が離れがちなんですけれども、実は、施設

のことが極めて重要でありまして、先般、私、９月１日の市長コ

ラムで「特別養護老人ホームは足りているのか？」というテーマ

で書かせていただきました。この時に、いろいろと、私、データ

のリクエストを出したところ、これだけ、苦労して出してくれた

んですけれども、集まってきたデータをしっかりと見てみまし

たところ、ある意味そうだろうなとは思っていたんですけど、目

の前に数字として出てきてびっくりしたことは、実は、６５歳か

ら７４歳までの津市の人口は今年度がピークだということなん

ですね。３８，５３６人で、これから減っていくんですね。従っ

て、今から６５歳になる人の数というのは、これまでと比較する

と減ってくるんです。一方で、７５歳以上はどうなのかというこ

とを見てみましたところ、２０２８年まで増え続けるんですね。

特に、２０２２年から２０２５年の３年間が急激に増える年と

なってまして、これで合点がいくわけですね。地域包括ケアシス

テムを２０２５年までにつくるというのが日本国の目標なんで

すが、それは津市をおいても、まさに７５歳以上がそれだけ急激

に増えていくときであるわけでございます。それに向けて、平成

２９年度現在１，５４１床でしたか、の特養を２，０００床ぐら

いまで増やしていかなければいけないでしょうねと。これは、だ

いたい毎年４０床ぐらい増やしていけばできるわけでございま

すが、ただ、そうした時に、「その後、どうなるの」と。永田先

生のような経営者からすると、「その後、どうなるの」というこ

となんですが、その後、２０２８年以降の１０年間ぐらいは、あ

まり減らないです。６５歳以上が２０１８年で頭打ちになって

いるんだから、当然、２０２８年以降、７５歳以上の人口はどん

どん減っていくんではないかと思われますが、あまり減らない

です。従って、この後、施設の皆さんの方で、どこまで、この特

養なり老健なりが、建設をしていただけるのかと言っていいの

か、いただくことが求められていると言っていいのか。あるいは、

場合によっては、市民が大いに期待をしている。「私たち、要介

護になったら、入る場所、ちゃんと確保しといてね」という声は

よく聞きますが、そう簡単なことではない、一方で、経営があり

ますからね。そう簡単なことではない。もう一つは、人材の問題

なんです。これも、このコラムを書くときに相当調べたところ、
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やっぱり人材の確保はそう簡単ではないということで、老健も

特養もご苦労いただいているということでありますが、本当に

大変だなということであります。そんな中で、施設をどう今後し

ていくのかということは、高齢者福祉計画でも、しっかりと明ら

かにしていかなければいけないということでございます。 

        そんなことが課題となるわけでございますが、最近の津市で

は、結構、全国的にも例のないことに、高齢者福祉の分野でもか

なり取組を進めておりますが、まずは、シルバーエミカというの

をスタートさせました。ＩＣカードで、コミュニティバスは無料

で、三重交通さんのバスは年間２，０００ポイントをお付けをし

てお渡しをすることによって、外出を支援していこうと。これは、

なかなか他で例のない事業でありましたので、かなり全国的に

も注目をされました。 

        今、その次にやってますのが、ＩＣＦステージングということ

で、高齢者の方のお体の状態を数値化して、そして、介護予防の

事業をやることが、どんなふうにその数値、生活状況の改善に繋

がっているのかということを、今テストケースで実際にレセプ

トなども含めて、分析をしながら、その数値化をしようとしてい

ます。これは、医師会の浦和先生からも、「もし、これが上手く

いけば、介護保険の認定審査会が非常に効率的になるんではな

いか」というような、そういうコメントもいただいておりますの

で、これを名古屋の石田路子先生にリーダーシップをとってい

ただきながら、やらせていただいておるという。これが on going

の話であります。 

        ３番目に、近い未来、in the near future の話なんですが、

来年度の予算で、介護保険の介護予防事業と高齢者保健事業を

一体化しようという、こういう話が厚生労働省で進めていただ

いております。この有識者会議に、私もメンバーの一員として入

らせていただいてまして、これは何かというと、フレイル対策で

あります。お体が弱る状態をどう防ぐか、あるいは、若干フレイ

ル状態になりつつある方にどういうふうに対策をとるかという

こと。これは健康寿命を延ばすために非常に必要なことであり

ますので、これをやらせていただいてまして、これもおそらく、

国の来年度予算が認められれば、全国で３００か所ぐらい、そう

いう取組をしていこうと。これは介護予防ではなくて、介護保険

特会でやるんではなくて、後期高齢者医療特会でやろうという
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話なんですね。つまり、７５歳以上の方にフレイル対策を講じる

ことによって、健康寿命を延ばそうという、こういう話でござい

ます。 

        こんなところまで、津市も先進的な自治体ということで認め

られつつあるところでございます。しかしながら、まだまだ目の

前やらなきゃいけないこと、たくさんありますし、目の前のニー

ズたくさんありますので、しっかりと私ども、志を高く持って取

り組んでいくことをお約束申し上げ、そして、本委員会で果敢な

積極的なご発言をいただいて、「こんなこと言うても、ようせん

やろな」というぐらいのことを、高めの、まあ、ボールじゃなく

てストライクがいいんですが、放っていただくと、國分部長以下

がしっかりと受け止めますので、どうぞよろしくお願いを申し

上げます。 

事務局（永合） 続きまして、本日ご出席の委員の皆様方から自己紹介をお願 

いしたいと思います。恐れ入りますが、伊藤委員からお願いいた

します。 

        （各委員 自己紹介省略） 

事務局（永合） ありがとうございました。なお本日は、津薬剤師会 寺田幸司

様、津市地区社協連絡協議会 濱野章様、津商工会議所女性会   

松田弘子様、津市自治会連合会 松本茂様、津市ボランティア協

議会 横山立夫様が御欠席となっております。 

        それでは、これをもちまして、津市介護保険事業等検討委員会 

委員委嘱式を終了いたします。ここで、市長は退席させていただ

きます。 

        （市長退席） 

事務局（永合） 引き続きまして、平成３０年度第２回介護保険事業等検討委員

会に移らせていただきます。本日は、新たな任期の最初の会議に

なります。 

        ここで、事務局の職員を紹介させていただきます。 

        （事務局 自己紹介省略） 

事務局（永合） 先程もお伝えしましたが、本日、５名の欠席となっておりま 

す。このため、委員１８名のうち出席委員１３名であり、津市介

護保険事業等検討委員会設置要綱第６条第２項の規定に基づき、

当該委員会が成立していることをご報告申し上げます。 

        なお、当委員会につきましては、津市情報公開条例第２２条及

び第２３条の規定に基づき、公開審議としたいと思いますので、
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ご了解いただきますようお願いいたします。また、委員の皆様の

本日の席順につきましては、５０音順とさせていただいており

ます。 

        それでは、任期最初の津市介護保険事業等検討委員会でござ

いますので、津市介護保険事業等検討委員会設置要綱第５条第

１項の規定に基づきまして、本委員会の委員長と副委員長を選

出いただきたいと思います。設置要綱には委員の互選により選

出していただくことになっておりますが、過去の例によります

と事務局から選任案をご提案させていただいておりますので、

今回もこれまでと同様に事務局案をご提示させていただいてよ

ろしいでしょうか。 

        （異議なしの声あり） 

事務局（永合） それでは、事務局案を申し上げます。 

事務局（辻岡） 介護保険課長でございます。まず、委員長には、前回も委員長

を務めていただきました、津地区医師会の浦和健人委員に委員

長をお願いしたいと考えております。 

        浦和委員は津地区医師会の会長として、医療・介護・福祉・保

健などの各分野においてご活躍されております。 

        続きまして、副委員長には、前回も副委員長を務めていただき、

地域の産業・交通・教育・労働等の発展に努められている、津商

工会議所女性会の副会長である松田弘子委員にお願いしたいと

考えておりますが、いかがでしょうか。 

        （異議なしの声あり） 

事務局（辻岡） なお、松田弘子委員には、皆様の承諾が得られたなら、副委  

員長を引き受けてくださるとの内諾を得ておりますのでご報告

させていただきます。以上でございます。 

事務局（永合） それでは、委員長には浦和健人様、副委員長には松田弘子様を

お願いしたいと思います。恐れ入りますが、浦和様、委員長席ま

でご移動をお願いします。 

        （浦和委員 席の移動） 

事務局（永合） それでは浦和委員長、一言ご挨拶をよろしくお願いします。 

（浦和委員長 挨拶省略） 

事務局（永合） ありがとうございました。それでは、新たな任期の最初の会  

議となりますので、当検討委員会について簡単にご説明させて

いただきます。当検討委員会は、お手元の津市介護保険事業等検

討委員会設置要綱を設置の根拠とし、津市介護保険事業の円滑
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な運営及び高齢者福祉施策の効果的な推進に関し広く意見を求

めることを目的に設置されています。 

        主な内容といたしまして、老人福祉法の規定に基づき作成さ

れる高齢者福祉計画及び介護保険法の規定に基づき作成される

市町村介護保険事業計画の見直し等に関すること。２つ目とし

まして、地域包括支援センターの設置及び運営に関すること。３

つ目としましては、地域密着型サービスの指定等に関すること。 

 最後に４つ目としまして、介護予防サービス及び生活支援サー

ビスの体制整備に関することとなっております。 

        また、今後、２０２１年度から２０２３年度を計画期間としま

す「第９次高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画」を策定す

るにあたり、これまでの介護保険事業等を見直すとともに、基本

理念であります「高齢者が安心して自立した生活を送ることが

できる心豊かで元気あふれる地域社会」の実現と地域包括ケア

システムの深化・推進に向け、審議検討を行っていきます。 

        続きまして、次に津市介護保険事業等検討委員会設置要綱第

７条にございます本委員会の部会の役割について、ご説明申し

上げます。まず、サービス向上部会については、介護保険被保険

者等からのサービス内容、サービス提供事業者等に係る相談及

び苦情に関し、ご意見をいただく部会でございます。介護認定推

進部会については、介護保険被保険者等からの介護認定に係る

相談及び苦情に関し、ご意見をいただく部会となっております。

介護保険課における日常業務の中では、電話や窓口等で介護サ

ービスや介護認定に関する相談や苦情が寄せられますが、これ

までのところとしまして、サービス向上部会及び介護認定推進

部会の委員の方々のご意見をいただき解決に至るような案件は

発生しておりません。今後、部会の開催が必要な案件が発生しま

した際には、ご協力をいただくこともございますので、よろしく

お願いいたします。 

        それではここで、本日の資料の確認をさせていただきたいと

思います。まず、事項書、委員名簿、本委員会の設置要綱、続き

まして、カラーの資料で「資料１－１」、同じくカラーの資料で

「資料１－２」、最後にＡ３の資料で「資料２」。以上が本日の配

布させていただいております資料となっております。また、新た

に今回委員になられました方々につきましては、「津市第８次高

齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画」の冊子もお手元に併せ
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て置かせていただいております。もし、不足の資料等ありました

ら、事務局の方へお申し出いただきますようお願いします。よろ

しいでしょうか。 

        では、このあと、浦和委員長に議事の進行をお願いしたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

浦和委員長   それでは、議事に移りたいと思います。進行にご協力をよろし

くお願いいたします。 

        早速ですが、先程事務局からご提案いただきました当検討委

員会設置要綱第７条第１項に規定する本委員会に設置されてお

りますサービス向上部会と介護認定推進部会の委員の選出につ

いてお諮りいたしたいと思います。当検討委員会設置要綱第７

条第２項の方でございますけれども、両部会の委員を委員長が

指名することになっておるということでございますので、指名

させていただきたいと思います。できましたら、ご了解をいただ

きたいと思います。異議がありましたら、この場で変えることも

やぶさかではございませんが、よろしくお願いいたします。 

        それでは、申し上げます。部会の設置趣旨に基づき、保健医療

関係、施設関係、被保険者の委員から選出するということでござ

いまして、まず、サービス向上部会につきましては、久居一志地

区医師会の井上達雄さん、津市老人福祉施設協会の髙林光暁さ

ん、津市社会福祉協議会の小渕徹夫さん、被保険者代表の伊藤好

幸さんの以上４名にお願いいたしたいと思いますが、ご異議ご

ざいませんでしょうか。 

        （異議なしの声あり） 

浦和委員長   それでは、以上４名の方にお願いをいたします。 

        次に、介護認定推進部会でございますが、津歯科医師会の林幹

也さん、三重県老人保健施設協会の永田博一さん、津市ボランテ

ィア協議会の横山立夫さん、被保険者代表の 川俊子さんの以

上４名の方にお願いしたいと思いますが、ご異議ございません

でしょうか。 

        （異議なしの声あり） 

浦和委員長   それでは、委員長指名ということでございまして、ご異議もな

いということでございますので、以上８名の方に部会の運営を

お願いいたします。よろしくお願いいたします。 

        続きまして、事項書３（２）「地域包括支援センターの再編に

ついて」事務局の方のご説明をお願いします。 
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事務局（駒田） 地域包括ケア推進室の駒田です。よろしくお願いします。 

        地域包括支援センターの再編についてですが、前回お話をさ

せていただきました第８次高齢者福祉計画・第７期介護保険事

業計画の計画期間である２０２０年度までに、運営体制の充実

及び機能強化を図るため、取り組んでいこうということにして

いるものです。 

        お手元の資料１－１をご覧ください。こちらの方に、これまで

の経緯を少しまとめております。地域包括支援センターの再編

についてですが、前回の再編のことについて、少しお話をさせて

いただきます。当時、平成２７年の時でしたが、この時に課題、

協議事項ということで、いろいろもんだわけです。当時の高齢者

の人口が平成２４年度から議論をした平成２６年度、２７年度

のあたりまで、平成２４年度が７０，４４４人、これが当時は 

７５，４０２人まで増えておりました。地域包括支援センターの

担当地区間で高齢者人口のばらつきがあるというお話が出てま

したし、民間の介護・福祉のノウハウを活用したサービスのさら

なる向上が求められるというような実情もございました。当時、

各センターを取りまとめる機関がない、委託の包括支援センタ

ーでお願いしていたわけですけど、これを取りまとめる機関が

無いというような構造上のお話も出てまいりました。 

        そこで、改善策を平成２７年に図ったわけですが、当時のセン

ターの担当エリア及び職員数を見直しまして、センターの設置

数を８か所から９か所、１か所増やしたところです。職員数につ

いても４０名から４５名で対応できるように取り計らうという

ようなことと合わせて、運営方式をすべて委託方式、当時は市の

職員が一部地域をやっていたわけですけど、すべての地区、９か

所のセンターを委託方式でお願いするというような取組を当時

しました。委託の９か所のセンターを統括する基幹型のセンタ

ーとして当時の高齢福祉課内に地域包括支援センターをまた１

つ設置したというようなことです。具体的には、１－２の資料を

配布させていただきました。これは、平成２７年１０月１日の津

中部中地域包括支援センターを開設した時に行った定例記者会

見用の資料です。こちらの委員の皆様にも、当時は３つの法人の

方から申し込んでいただいて、その法人からのご説明も受けて

いただいて、皆さんで、ご意見も頂戴しながら、決めた平成２７

年１０月だったと記憶しております。その下の担当地区の再編



- 10 - 

 

マップが左の方から右の方に再編したということです。これに

よって、１枚めくっていただくと、２ページが全体的には、この

ように９つのエリアがすべて委託型の、社会福祉法人なり、医療

の関係なりというようなところで、専門的な分野の方たちがそ

れぞれ委託で地域包括支援センターを運営していっていただく。

このような形が整ったわけです。これで、平成２７年１０月、も

う一度１－１の資料に戻っていただきたいのですが、９つすべ

てのセンターが専門的に介護福祉サービスのノウハウを活用し

て、市民サービスに対応できるようになったというようなこと

でスタートできました。また、担当エリアで生活する高齢者人口

を平準化することで、一部のセンターへの負担の解消も図るこ

とができたということです。基幹型センターを設置したことに

より、これが市役所の中にある地域包括支援センターが取りま

とめる型、基幹型のセンターを設置したことによって、センター

の対応力の水準を底上げすることができたというふうに考えて

おります。 

        この平成２７年１０月から、このような形でどんどんと進め

てきたわけですが、一枚めくっていただいて、その後、平成２７

年１０月から現在までに社会情勢の変動ということが、いろい

ろ変わってまいってきたのも事実です。まず、法律の関係から申

し上げますと、平成２９年６月に地域包括支援センターの強化

のために介護保険法の一部が改正されました。よく、深化・推進

なり、体制強化なり、いろいろな言葉を使ってですね、この地域

包括支援センターの強化が望まれているところです。介護保険

法第１１５条の４８、こちらの方に地域ケア会議、地域包括支援

センターで行われる地域ケア会議というのがあるんですが、こ

れは、地域包括支援センターの担当区域の中で、いろんな問題を

協議し合って解決して、また、解決できなかった場合は、どのよ

うにしていったら解決できるのかというのを検討していただく。

こういうような地域ケア会議があるんですが、この地域ケア会

議も大切だ、充実していかなければいけない。こういうのが１１

５条の４８に位置付けられ、充実が求められる世の中になって

きたところです。合わせて、津市においても、平成２９年度に地

域包括ケア推進室を設置させていただきました。これに、基幹型

センターを高齢福祉課から現在の地域包括ケア推進室に移して、

さらなる強化に取り組んでいるところです。また、平成２９年度
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に介護予防・日常生活支援総合事業をスタートさせました。当時

は新しい総合事業ということで、新聞などで皆さんのお耳に入

ってきたこともあろうかと思いますが、介護予防・日常生活支援

総合事業の様々な取組をスタートさせました。また、人口とか相

談件数の方についても、高齢者人口が、平成２６年度は    

７５，４０２人であったのが、平成３０年度、今年の４月現在で

８０，５９３人ということで、また５，０００人増えている現実

もございます。相談件数につきましても、平成２６年度当時、 

１２，６０９件が、昨年度末、平成２９年度には１５，３３８件

とだんだん相談件数が増えてきたという実態もあります。 

        こんな中、地域包括支援センターの再編について取り組んで

いくということになるわけですが、現場からの声もいくつか頂

戴しております。相談件数が増加し、定期的な訪問が必要な困難

事例の対応に支障をきたしている。これが地域包括支援センタ

ーの職員から頂戴したご意見です。その他に、認知症高齢者等の

増加に伴う職員の負担増、たくさんの人が何回も、一日の中で複

数回、十何回というような電話があったり、それの対応に少し時

間をかける、こういうようなことが増えてきているというよう

な声も頂戴しているところです。それと、地域における要支援者

や事業対象者にかかる役割の増というのがあります。先程、介護

予防・日常生活支援総合事業のスタートと言いましたが、地域包

括支援センターには、チェックリストと言いまして、要支援１、

要支援２の人達の介護の予防を推進するという役割の他にです

ね、この１、２プラス、今度の新しい介護保険では、チェックリ

ストというものを地域包括支援センターがチェックしてですね、

少し心配な人、例えば、１週間で１回も外へ出たことないわとい

うようなチェックにかかる人達は、少し介護保険のサービスを

使って、元気になってもらおうという事業があるんですが、この

事業の入り口となるチェックリストの対象者の相談を受けたり、

若しくは、ケアプランを考えたりというような入口のところと

入り口を入れた後に一緒に支援していくというような役割が、

平成２９年４月からは、一段と増えたという事実がございます。 

        もう一点、今度は民生委員さんからですけど、民生委員さんが

担当するエリアを別々のセンターが担当しているため、地域ケ

ア会議で検討された地域課題を共有しづらいというような意見

を頂戴しました。なかなか文字にすると分かりにくいかもわか
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りませんが、一例を申し上げますと、津市の中に橋内地区という

のがございます。民生委員さんたちは橋内地区民生委員協議会

でしたかね、という単位でご活躍、ご活動されているところがあ

ります。実は、この地区がですね、地区別でいいますと、新町地

区であったり、養正地区であったりします。養正地区とか、新町

地区の人達が集まって、地域の福祉にご活躍されている。そんな

中で、地域包括支援センターが、実は、養正地区の地域包括支援

センターと新町地区の地域包括支援センターが違うもので、地

域包括支援センターが違うところが、先程、協力していかなけれ

ばいけないという地域ケア会議を開催しても、別々に開催する。

民生委員さんたちは、自分たちの住んでいる、新町の人達であれ

ば、地域の問題はこんなことだよねとか、こんな困ったお年寄り

が最近増えてきたよねという話をする。また、養正の方では、ま

た別の地域包括支援センターが主催するケア会議で、私たちの

地区はこういう地区だよねということを検討する。地域包括支

援センターが別々にあがってくるというような実情なのに、橋

内地区という民生委員さんたちは一緒になってご活躍、ご活動

されているというような、ここが少しやりにくいという話も民

生委員さんからいただいたところです。 

        こういうお話をですね、平成２７年１０月に取り組んで、再編

をやって、その後にいろんな諸事情、社会情勢の変化もあります

し、もちろん人口が増えてきたというような実情も踏まえて、  

２０２０年度までに地域包括支援センターの再編、体制強化に

ついて検討してまいりたいと、このように考えております。今日

は、ここまでのご報告で、また、いずれ、この場にですね、提案

をさせていただいたり、若しくは、決める直前の時には、地域包

括支援センターになっていただきそうな方たちが、こちらの方

にみえて、皆さんのお顔を見ながら、ご自分たちの思いを話をし

ていただくという、このような機会もあろうかと思いますが、ま

た、その時にはよろしくお願いいたします。私の方は、現状の流

れのことについて、お話をさせていただきたかったので、ここま

ででございます。以上です。 

浦和委員長   それでは、質問とかご意見ございましたら、お願いしたいと思

います。 

小渕委員    地域包括支援センターの現況について、特に、主としてエリア

の問題からお話をいただいたところですが、少し質的なことを
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教えていただきたいと思いまして、お尋ねをするような次第で

す。 

        地域包括支援センターは、市長の冒頭のお話でもございまし

たが、地域福祉というか、皆さんが健康に暮らすためには、一丁

目一番地だということで、津市もいろいろと力をいれている。今

ですね、全国に包括支援センターは４，３２８か所ございます。

それが、さらにですね、ブランチとかサブセンターとかを入れま

すとね、７，０７２という、そういう数が稼働しているわけです。

問題は地域包括支援センターの機能がどんどんどんどん膨れ上

がりましてですね、当初、５つぐらいの基礎的な３職種による取

組に、どんどんどんどん認知症の問題ですとか、いろいろと上乗

せになって、地域ケア会議も全部コーディネートしなければな

らないとかね。そうしたらですね、業務が忙しくて、指定された、

配置された人数ではこなせなくて、機能不全に陥っている。これ

が全国の平均像です。 

        それから、もう一つはね、高齢者や家族からいろんなご相談、

まあ、総合相談ということで、いろんな課題のご相談が持ち込ま

れる。つまり、ニーズがどんどんどんどん、これも上がってくる

と、職員の力量不足で対応できませんと。これも共通の課題とな

ってきてます。 

        そんなことからですね、地域包括支援センターの位置づけを

少し現場べったりから見直そうかとかいう議論がされておるよ

うですけれども、そんなことも含めて、今、エリアについての合

理性を追求するという話はあったんだけど、多忙であるという

ことも含めて、果たして機能が発揮できているのかどうか。質的

なことをどういうふうに評価されているのか。駒田さんのお立

場でですね、把握されているのか、ちょっと教えてほしい。 

事務局（駒田） 評価といいますか、こちらの方には、あけあい会さんも、医  

師会さんも、社協さんもおみえですので、皆さん優秀な地域包括

支援センターさんで、非常に津市のためにご尽力いただいてい

るというふうに考えております。確かにエリアのお話が、私、少

し声を大きくしてしまったかもわかりませんが、実際のところ、

認知症のこともそうですけども、相談件数が増えて職員が疲弊

しているというお話も頂戴しております。何で頂戴しているか

といいますと、頂戴する機会がたくさんあるわけですけれども、

一つとして、この後ご案内させてもらいます、１年に１回、地域
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包括支援センターについて評価をさせていただく時に、どうい

う仕事ぶりでこの１年頑張ってみえたでしょうかというお話を

させてもらった時に、私たちの地域包括支援センターはこんな

課題を持って、今、こういうところに取り組んでいますというよ

うなお話も、実地と言いますか、地域包括支援センターに直に出

向いてですね、私どもの職員が聞き取りといいますか、お話をさ

せてもらいに行っているところです。そこで、当然、そこの地域

包括支援センターが持っている独自の悩みというか、そういう

課題についてもお話を聞き取りすることもできるし、包括的に

といいますか、基幹的にという説明を私しましたけども、私ども

がいろんな包括を回ることによって、よそで解決できているこ

とが解決できていなければ、その手法をお伝えすることができ

るし、こういうものが、私たちが以前、一つの地区を持って、地

域包括支援センターをやって、自分たちの地区だけを守ってき

た、こういう歴史からですね、９つの地区全体を見渡す地域包括

支援センターを作ったのは、一つ強みなのかなというふうに思

っています。こういう機能は残していければなというふうに考

えています。 

        人口だけでなく、若しくは、相談件数だけでなく、前回もお話

をさせてもらったかもわかりませんが、特に社協さんで持って

いただいています一志・白山・美杉の方は、大変広うございます。

津市の面積が７１１㎢の中の半分を超えている地区になります

もので、１軒を回るのに午前中使ってしまうとか、昼からは半分

使ってしまうとか、市内の中で１日７、８軒回れるところと比べ

たら、全然効率も悪い。こういうことも含めると、その分も、地

域包括支援センターの職員が疲労じゃないですけども、ご負担

に考えられているのではないかということもあろうかと思いま

すので、そういう職員負担も含めて、再編に取り掛かっていけれ

ばいいかなと現時点では考えているところです。 

浦和委員長   結局ですね、地域包括支援センターの業務が増えたと。だけど、 

職員数４５人というのは平成２７年に決めたというんやろ。 

事務局（駒田） はい。 

浦和委員長   そんな数では、全然足らない。それから、もう一つは、私ども

が、雇用をするのにですね、辞めていかれる人が定年とかもある

わけで、その時に募集するとですね、今みたいに、有効求人倍率

が１倍超えて、言い方悪いんだけど、一つは、自分の職場を選ん
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でいて、失業保険をもらいながらという、中にはそういう人もい

るけども、どこへ勤めてもまた辞めてきてというふうな人を集

めると、ケアマネにしてもですね、雇用したところが、市役所か

ら苦情をもらって、試用期間中に、辞めさせるという言い方はお

かしいけど、役に立たないということが分かったという人が来

る。この間の時に、最後に言いましたのが、やはり市としても、

地域包括支援センターの業務というのが非常に高度になり、複

雑になってきているとすれば、一つの地域包括支援センターで

人材養成もできないのであるとすれば、全体の中で真に役に立

つ人をある程度養成までは、多分無理なんだと思いますけど、実

際は養成してほしいんだけど、それを確保しながら、地域包括支

援センターに配給とは言わないけど、そういうような人ってい

うのが、ある程度考えていかないと、どこもかしこもが人材不足

というより、人の質の不充足というかな、そういうようなことも

出てきているので。もちろん、簡単には、今回の再編成の中に、

地区によって、苦情や困難事例が多いところに重点的に増やさ

なあかんということがあろうし、地域的に、さっき言った白山み

たいなところは、事例が少なくても地域が広いので、増やさなあ

かんやろと。そういう加重項目はあるにしても、やはり地域包括

支援センター事業自体が、うちもそうやけど、結局はよくやる人

が他の部分もカバーしながら、なんとかやっている。それはやっ

ぱり、うまくいかないということでございまして、どこの問題で

もある以上、やっぱり市は真剣に人材養成等を考えていただか

ないと。地域だけ変えるとか、あるいは、仕事の内容によって分

ける、地域によって分けるということだけでもないような気が

するので、是非ご参考にしていただきたいと思いますけれども。

他の委員さん、どうぞよろしくお願いいたします。 

伊藤委員    再編ということでございますけども、先程お話あったエリア

の問題もそうですけども、今現在、地域包括支援センターさんが

何が大変なのか。事務のうちで何が大変なのか。あるいは、認定

者の方に対するサポートで、何が大変なのかというところが見

えてこないです。だから、何をしようかというのが、次、出てこ

ない。もう一つは、冒頭に市長さんがおっしゃってみえたように、

２０２５年に地域包括ケアシステムが動いているということに

なりますと、少なくとも２０２１年ぐらいには、何らかの形で取

り組んでいかないと遅いのではないかなというふうに思うんで
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すね。よく言われる、２０２５年問題、団塊の世代が７５歳にな

るからということ言うんですが、団塊の世代というのは、   

１９４７年から１９４９年までの方をいうんですが、１９４７

年生まれの方は、あと４年するともう７５歳になるんですね。 

２０２２年です。そうすると、２０２１年には何か動いていない

と遅いのではないかというふうに思いますので、きちっと再編

についてはお願いしたいなと。 

        再編が、次に地域包括ケアシステムが動いた時に、どこがイニ

シアチブを取って動くのか。医師会さんですか。それから、老人

施設がするんですか。あるいは、民生委員さんとか、老人クラブ

の方がするんですかというところが出てくるかと思うんです。

今、動いているところでいけば、地域ケア会議というのがありま

すので、ここが主になって動いていただけるのかと思うんです

が、要支援の方、それから要介護の認定をされている方について

は、それぞれの地域包括支援センターさんで情報を持っている

かと思うんですが、それ以外の、まだ予防までいかない方、結構

いらっしゃると思うんです。お一人で、老人の方いらっしゃるん

ですが、そういう方、例えば、お隣さんの方がもし何かあった場

合に、どこに連絡すればよいか分からない状況ですよね。トータ

ルでいけば、地域包括ケアシステムに乗るんであれば、ここのと

ころも何とかしなければならないと思うんです。せっかく、再編

するんであれば、そういう先程のお話でもありますように、中身

についてご議論させていただけるとありがたいなと思います。

よろしくお願いします。 

浦和委員長   ありがとうございます。医師会のこと言われましたけど、うち

らですと、そんなん全部、はっきり言うと、地域の自治会も全部

やってて、要は、誰がそういうところに気付くかというと、先程

から被保険者の代表の方もおっしゃってますように、元気な地

域の人が、そういうところと絡んでおるという姿勢をその地域

包括支援センターと作っておるところはあがってくるんです。

だから、うちらだと、いろんな健康体操とかあんなんで、いつも、

だいたい民生委員さんも来るし、自治会も来るしというような

ことが出来上がっているとすれば、そのように出来上がってい

るところをいじったらあかんのと違いますか。そんな風に思い

ます。だから、逆に、再編成が不義理とは言わないけれど、上手

いこと動いているところまで壊すということはないようにして
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ほしい。やっぱり発生学的に、地域包括支援センターが何でこん

なにいびつになっているかというと、多分、初めにできたところ

がいいとこ取りしたと思うんですわ。何で養正が一身田と同じ

になるんやと、小学校、中学校から言ったら、おかしいに決まっ

ている。養正は新町と一緒になるに決まっている、昔から。とこ

ろが、発生学的に、地域包括支援センターが養正を持っていて、

それを放す時に、中部中のところがよくやっているので、そこに

やると、こうなったので、こんなことになっていったという。ま

あ、発生学的にもある。そこも含めると、実際には、活動してい

て、うちですと、敬和地区にも行ってますけど、橋北地区という

ことでまとめてもらっているので、地域が狭いということもあ

るんだけど、上手いこといっていると。そこ、あんまりいじって

もらうと困る。せっかく人的にも出来て、きちっとそこらはいっ

ているので。僕のところのように、伊藤さんおっしゃったような、

発掘ということにも、すべて情報網がいっているというような

地区もないことはない。小さい地域ではね。ただ、長い目で見れ

ば、伊藤さんおっしゃることも、もっともで、拾いきれないとい

うところを拾うとすれば、やっぱり一般市民パワーと思うので、

そこらへんも組み込んでいけるようなシステムが地域包括支援

センターの中にちゃんと作られてこなきゃいかんということに

なるんですね。そこらも全部含めながら、地区だけなのかなとい

うところを、ちょっと考えておりますので、一つよろしく。 

中川委員    最近、高齢者の認知症がかなり増えておるわけですわ。民生委

員さんもかなり苦慮するわけですけれども、ケアマネさんによ

って、温度差があるし、また、地域によっても温度差がある。ど

こに行っていいか、振り回されて、結局、答えが出ない。市役所

に言いに行っても、市役所も任せっきり。こういうことがあって、

いろんな思いをしております。責任があって、いいケアマネとい

うのではないけれど、やっぱり理解をしていただけるような、こ

ういうのはこういうシステムがあるよ、という、そういうアドバ

イスができるケアマネさんを、今後養成しながら、やっていただ

きたいなというのが、今、民生委員の中で、話が出ているという

ことですので、それも含めまして、検討をしていただきたいと思

います。 

浦和委員長   実は、うちもケアマネなんですね、困っているのは。十分なレ

ベルにいってなかったということもあるんですけれども。 
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        ケアマネさんというのは、地域包括支援センターとは関係な

いんですわ。本来、介護保険でケアマネが自分に相談にきとるの

に、親身に動けなかったら、もうケアマネと違うやろと僕は思い

ます。だから、自分ところの事業所に関わっておるので、やむを

得ず、手が空かないということだとしたら、他の人を紹介できて、

ちゃんとケアマネ一人は付けてあげるというのは、ケアマネだ

けの事業がしっかり動いているということであって、地域包括

支援センターの事業の中にケアマネがあるというのは、どっち

かというと、予防とか介護プランとか、そういうようなことにな

ってくるので、実際に、初期にケアマネさんを必要とする事業と

いうのが、もしも、僕は医療から見れば、まずは、地域包括支援

センターに相談しなさいよと。そこにケアマネあてがってもら

って、見に行ってもらうというのが、窓口としては、医療も歯医

者さんも皆、もっとると思うんやけれども、一番立ち上がりに関

係したケアマネが地域とか、他の仕事に特化されとるので、俺は

あかんのやというような人があてがわれていてはあかんので、

そこは地域包括支援センターのケアマネ。となると、地域包括支

援センターで今後中心的にきちっとやってもらわななければな

らない一番のキーパーソンは薬剤師さんでも、栄養士さんでも

ないので、やっぱりケアマネ。となれば、地域包括支援センター

に動けるような、能力と見解と品格を要するケアマネをきちっ

と全体で、市のレベルで、ある程度確保していくようなことが必

要だと思います。 

永田委員    認知症の方が手間がかかるということでですね、どこに相談

に行けばよいかということでいえば、認知症初期集中支援チー

ムというのがあるんですね。私、その支援チームの一員なんです

が、実は、あけあい会の地域包括支援センターじゃなくて、津久

居地域包括支援センター、洗心福祉会がやってるところの、私、

チームに所属しているんですが、これは、チームでやりますので、

かなりきちんと対応ができると思うんですね。うちの地域包括

支援センターの前の部屋で、久居の地区の支援チームの会議を

してるということで、うちの地域包括支援センターにも、「同等

のことをしなさい」と毎回言っているんですけど、しない。だか

ら、きちんと、市が「しなさい」って、みんな地域包括支援セン

ターにですね、「認知症初期集中支援チームをしなさい」と。で

きれば、人材をちょっと増やすなどしてですね、「しなさい」と
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言っていただければ、もうちょっときちんとできるんじゃない

かと思います。窓口ね、認知症初期集中支援チームのね、よく分

からないじゃないかと。かなり、地域包括支援センターというの

は知れてきたと思うんですが、認知症初期集中支援チームはあ

んまり分かってないんじゃないかと思いますので、そうされた

らどうかと思います。 

浦和委員長   ありがとうございます。先生、ご苦労さんでございます。地域

外ということで。医者の方が全然いないのよね、これね。他のチ

ームも含めても、医者がいない。 

        それから、もう一つは、先生の感じたのは、地域包括支援セン

ターと認知症初期集中支援チームとの連携というのが、今ない

ですね、ほとんどね。だから、どこに戻して、実務に移るかとな

ると、認知症初期集中支援チームが支援しているだけの時やっ

たらいいんやけど、実際に介護と絡んできたら、どこかの地域包

括支援センターに落とさないとしかたないですわな。そこら辺

の連携もやっていただきたいと、僕も今思いましたですね。 

川委員    私、地域包括支援センターの、以前からチラシを見ていること

あるんですけど、結構ね、「何でも相談してください」みたいな

ね、これ見たら、もう地域包括支援センターがあったらね、どん

なに年取っても大丈夫だと印象を受けるんですよ、チラシを見

た時に。だから、何があっても、ここへ相談したりすればいいん

だという認識を受けるんですね。地域包括支援センターのチラ

シって、結構。だけども、これから高齢者が増えると、問題は難

しいと思うんです。それで、地域包括支援センターに住民のサポ

ーターを作ったらどうかと思うんです。というのは、住民の元気

な高齢者が地域包括支援センターのサポーターになってもらっ

て、その地域包括支援センターで話し合いの場を持って、いろい

ろと意見交換をしたらいいと思うんです。どういうふうなこと

をしたらいいか。多分、サポーターになる人は高齢者が多いと思

うんですけど、確かに専門的な知識はないかもしれないけれど

も、人生を生きてきたという経験はいろんな面で役立つと思う

んです、自分たちにとって、高齢者にとってのアドバイスという

のは。だから、地域包括支援センターに求めるというのも限度が

あると思うので、市民サポーターというのをどんどん会員登録

で来てもらって、そして、地域包括支援センターの職員と交流を

持って、「こういうところで困ってるんやわ」というようなこと
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を言ってもらったら、サポーターの方がヒントを出すかもしれ

ないし、「こんなことやったらできるから、ちょっとやったろか」

みたいな声も出るかと思うので。 

浦和委員長   認知症サポーターって、今、何してます。橋北地区では、毎年

養成しているけど。 

事務局（駒田） 一般的には、勉強していただいて、認知症のことを知っていた

だくというのを主にしてます。ただ、昨年から、平成２９年から

その受講していただいた方たちに集まっていただいて、私たち

で何ができるかを考えてみてくださいと投げ掛けたところ、ご

自分たちで、認知症カフェといいまして、ここでいうサロンみた

いなものなんですが、認知症カフェを開催したり、認知症カフェ

に手伝いにいったり、そんなことからスタートして、昨年度から

取り組んでいるところです。 

浦和委員長   その人らが地域包括支援センターに繋いでいただくなり、ケ

アマネに繋いでいただくなんていうことは、基礎中の基礎なの

で、カフェ行って、そのまま抱え込むわけでも、もちろんないん

やろうけども。その辺、連携ですわな。 川さんのいうようなこ

とをですね、進めていかれると連携も上手くいくと思いますし、

先程永田さんがおっしゃいました認知症初期集中支援チームも、

国からやれって言われてやっているというんじゃなくて、有機

的に介護施設との連携を結び付けていかないと。一番大変なの

は、行ってもらう先生ですわ。永田先生、非常によく行っていた

だいているけども。とにかく、社会奉仕もいいとこやと思うんで。

アフターのいっぱいある仕事は、連携して結び付けていかない

と。 

        どうぞ、他に。大体出ましたか。 

        膿を出し切るだけでは、本当は意味が無いので、事務局に直球

投げましたから、上手いことキャッチして、今後長いことかけて

改善していくように努力してもらわなあかんのですけど、それ

は置いときまして、最後の事項がございますので。各地域包括支

援センターの自己評価並びに津市の評価ということのご報告を

いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

事務局（北山） 地域包括ケア推進室の北山と申します。私は地域包括支援セン

ターの評価について説明させていただきます。主に配布しまし

た資料２を用いて説明させていただきますので、よろしくお願

いいたします。 



- 21 - 

 

        まず、地域包括支援センター（以下センターとします）は、地

域高齢者の心身の健康保持及び生活安定のために必要な援助を

行うことで、保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援す

ることを目的として、包括的支援事業等を地域において一体的

に実施する役割を担う中核機関です。 

        センターには、先程もお話ありましたが、主任ケアマネジャー、

社会福祉士、保健師等の３職種のスタッフを配置し、介護予防ケ

アマネジメント、総合相談支援、権利擁護、包括的・継続的ケア

マネジメント支援などを行っております。 

        現在の津市の設置状況につきましては、市役所内に、基幹型セ

ンターを市直営として１か所、市内全域を９地域に分け社会福

祉法人等に業務委託を行い、９か所設置しております。 

        センターの評価の目的は、各センターが自らの運営体制及び

業務内容等について自己評価し、振り返る機会を作るとともに、

設置者である津市が全体的・客観的に点検及び評価を行い、また、

適切な指導を行い、これを各センターが速やかに実行すること

により、各事業のサービスや質の向上を図り、安定的・継続的な

運営体制を構築することであり、介護保険法１１５条の４６第

４項、第９項に定められております。 

        また、平成３０年５月１０日付けの厚生労働省からの「地域包

括支援センターの設置運営について」の一部改正の通知では、今

後、市町村を中心とした地域包括ケアシステムを構築していく

に当たっては、地域の住民にとってのワンストップの相談窓口

機能を果たすセンターの運営が安定的・継続的に行われていく

ことが重要となり、そのためには、まずセンター自らがその取組

を振り返るとともに、設置者である市町村がセンターの運営や

活動に対する点検や評価を定期的に行っていくことが重要であ

り、点検や評価を実施して、評価を踏まえた事業の質の向上のた

めの対応を徹底するため、平成２９年介護保険法改正により、平

成３０年度から市町村、センターによる評価の実施と、その結果

を踏まえて必要な措置を講じることが義務化されました。 

        それでは、お手元の「資料２」「平成２９年度の地域包括支援

センター自己評価と津市評価の一覧」をご覧ください。 

        これは、津市が平成２７年度から独自に行っている評価で、こ

の評価項目は、他市の事例等を参考に設定したものです。 

        大きく５項目に分別、各項目において細分化したものを評価
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項目としており、合計１１項目を評価するものです。 

        評価の判断基準については、資料の右上にも書いてあります

が、「できている」の「◎」は、１００％から７１％の達成度で

２点になります。 

        次に、「一部できている」の「○」は、７０％から３１％の達

成度で１点になります。 

        最後に、「できていない」の「△」は、３０％から０％の達成

度で０点になります。 

        以上、◎○△の３段階で評価を行い、２２点満点で点数化して

います。 

        評価する手順としては、各センターは自己評価を市に提出し

ます。 

        次に、市の評価として、地域包括ケア推進室の職員が各センタ

ーを訪問し、事前準備資料及び保管資料等を確認しながら、実地

調査を行った後、各センターが作成した自己評価と、市による実

地調査で課題や改善点等の聞き取りし、必要に応じて指導をし

ております。 

        全センターの評価については、２２点満点中、２１点から１９

点の範囲であり、おおむね高評価と言えます。また、「△のでき

ていない」の評点も無く、業務遂行上、クリアしていると判断で

きます。 

        平成２９年度の評価としては、以上となります。 

        自己評価と市の評価において、大きな乖離はありませんが、そ

れぞれのセンターにおいて、濃淡が表れており、今後も気になる

点につきましては、市として指導してまいります。 

        今後は、センターの強化を図る中で、次年度から、評価方法、

評価項目及び配点等を見直し、具体的かつ明確に課題を発見で

きることで、より一層の強化に務めてまいります。 

        また、本日の委員会で提示しました評価については、定例で開

催しております、次のセンター長会議にて報告いたします。 

        以上、地域包括支援センターの評価についての説明を終わり

ます。 

浦和委員長   ありがとうございました。自分のところを見ると、見えてくる

んですね。何が悪かったのか、何が問題やったか見えてくるんで

すけども。それから、センターの強気度。控えめにやるセンター

長と強気に出る人で、自己評価が完全に変わってくるような気
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がするし。これで見えてくるというよりも、見えてくるのはアバ

ウトやなというのが見えてくるぐらいで。本当言って、これはど

こも怒らさないような無難な評価かなという、僕はそういう印

象でございました。 

        他に、皆さんご意見とか、ご意見ございませんか。 

小渕委員    委員長、みんな言ってくれたから。そういうことです。これは

あんまり時間かけてる意味が無いのでね。 

浦和委員長   歴代、この表出てきてね、評価しようということはあんまりな

くて、こんなもんやなというようなもんでしたね。 

        実際に、僕らが感じとる温度っていうの、僕も、地域で関わる

地域包括支援センターと医師会で見ている地域包括支援センタ

ーと、見ているのが２つ入ってますよね。場合によっては、１６

キロの往診範囲ってなると、地域包括支援センターいっぱい絡

むこともありますね。遠いところへ行っているもんで。訪問診療

医が感じとることと必ずしも一致しない。どこでもキーパーソ

ンが頑張っておるところは本当にトラブルになるようなことに

ついては頑張れる。しかし、全部の事例にその人が絡むわけには

いかないもんで、その人が行かない時は、多少手をこまねくとい

うことで、どこでもキーパーソンさんは気を使って、非常に頑張

ってくれているもんで、最終的なトラブルにはあんまりなりに

くいということはもちろん分かるんですけれども、これはこれ

でこうやって置いとこにというのが小渕さん、言っておられる

けど、あんまり評価せんでもいいかなという気がする。ただ、ど

こもかしこも◎になってとか、特に市の評価がね、なることは望

ましいとは思いません。しかし、個々に悪くなったからといって、

まあ、やっとった人の当たりがきつかったというだけでも、多分、

◎が○になってくなあという感じはちょっといたします。 

横山委員    評価というのは難しいですね、確かに。ただ、見せてもらって

ね、認知症、家族も含めてね、これが○が多いというのは、むし

ろてこずっとるという感じじゃないですかね。認知症の認定と

いうのは、お医者さんがお見えになりますけども、はたから見て

認知症、本人は認知症でない。この辺がね、一番てこずる。老人

会でも、その家族でも同じなんです。下手に認知症扱いをすると、

家庭争議のもとになるでしょ。てこずるのは、方法があるのか無

いのかね、これが一番の問題だと思うんです。以上です。 

浦和委員長   今、老人会長さんが言われたことは非常に大事なことでね。僕
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らのところへ、特に永田先生もそうやと思うけども、認知症かど

うかって相談に来た人に、もろに物を言ってもいいんやけれど

も、そこら辺の人に「あなた、認知症やろ」って絶対言えないし、

プライバシーもあるし、今やとパワハラやら何やらも言われる

やろし、とにかく、そんなことまともに言えないので、ここら辺

で、ちょっとおかしいなと思っとるのやったらいいけど、口に出

して言えないですからね。そこら辺のところで、地域包括支援セ

ンターはですね、認知症として相談に来られた方にはいけるん

やけども、他の問題で来られた時に、「あなた、認知症やろ」っ

て、思っていても言えないところもあるのでね。やっぱり、この

辺の問題っていうのは、永田先生も回っていただいているけれ

ども、認知症として特別に支援するようなシステムが稼働して

いかないと、本来そうであっても、そのルートに乗ってこないと

いうことがございますので、いろんなことで認知症を有機的に

見つけていくようなところはさらに充実してほしいと、こうい

うふうに思いますね。 

        今回は結論を得ることではございませんので、何でもご発言

してってください。 

        今回は、地域包括支援センターがらみになってこないような

サービスについては、人によって、発言できないのと、だいぶ偏

った話題にいっているから、全員が発言できないかもしれませ

ん。 

        一応、皆さんの頭、もっと絞ろうと思って、ぐっとかけたんで

すが、足らないものがあったら、出していってくださいな。そう

いうことで、時間がまだあるんかもしれませんが、ここら辺で事

務局へお返しさせていただきたいと思いますので、ご協力の程、

どうもありがとうございました。せっかくの機会でございます。

いっぱい腹へですね、苦情やら言いたいこと溜めてね、また今度

の時、来ていただきますように、期待をいたしまして、今回は締

めさせていただきます。どうもご協力ありがとうございました。 

事務局（永合） 浦和委員長ありがとうございました。委員の皆様におかれまし

ても、長時間にわたりご審議いただき、どうもありがとうござい

ました。 

        次回の委員会につきましては、年明けの１月ごろを予定して

おりますが、開催日につきましては委員長とも相談した上で、後

日また、委員の皆様にご案内させていただきます。 
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        本日はどうもありがとうございました。お気をつけてお帰り

ください。 

 


